
消費税法の改正により消費税の免税点が引き下げられ（従来3,000万円→平16.4から1,000万円）、

個人事業者の場合平成15年分の課税売上が1,000万円を超えると平成17年分の消費税の申告が必要

となります。

税務署では新たに消費税の課税事業者となる方に消費税の仕組み等を理解していただくため、関

係民間団体（吹田商工会議所、摂津市商工会、(社)吹田納税協会及び近畿税理士会吹田支部）との共

催により次のとおり改正消費税法説明会の開催を予定しておりますので、是非、この機会をご利用く

ださい。

また、更に具体的な相談の場として相談会が開設されていますので、こちらも是非ご利用ください。

○ 説明会日程表

月 日 吹田市 摂津市 時 間・開 催 場 所

平成16年10月14日(木) ○

10月27日(水) ○

11月16日(火) ○

11月24日(水) ○

12月16日(木) ○

平成 17 年１月 21 日(金) ○

２月９日(水) ○

・吹田市説明会場

吹田商工会議所３階

（阪急吹田駅西出口徒歩 1分メイシアター北側）

午後１時半～３時半
・摂津市説明会場
摂津市総合福祉会館 第２・第３会議室

（ＪＲ千里丘駅徒歩 1５分）

午後２時～４時

○ 相談会日程表

月 日
納税協
会会場

会議所
会 場

摂津市
会 場

時 間・開 催 場 所

平成16年10月12日(火) ○

10月12日(火) １

10月14日(木) ○

11 月４日（木） ２

11 月５日（金） ３

11 月９日（火） １

〃 ４

11月11日(木) ○

11月16日(火) ○

12月14日(火) ○

12月16日(木) ○

平成 17 年１月 11 日(火) １

１月 19 日(水) ○

１月 21 日(金) ○

２月９日(水) ○

・納税協会相談会場
(社)吹田納税協会会議室

（ＪＲ吹田駅南出口徒歩 1 分さんくす
３番館３階）

午前 10時～12 時・午後 1時～３時

・吹田商工会議所相談会場

吹田商工会議所２階
（阪急吹田駅西出口徒歩 1 分メイシア
ター北側）
午後３時半～午後 5時半

・摂津市相談会場
１ 摂津市商工会館

（ＪＲ千里丘駅徒歩 1５分）
午後１時半～３時半

２ 摂津水都信用金庫千里丘支店
（ＪＲ千里丘駅徒歩１分）

３ 北大阪農協鳥飼支店
（鳥飼五久バス停駅徒歩３分）

４ 北大阪農協味舌支店
（阪急正雀駅徒歩５分）

いずれも午後１時～４時（受付３時）

※相談会は申込み制となっています。 詳しくは次の連絡先までお問合せください。

説明会 吹田税務署個人課税部門 ０６（６３３０）３９１１

相談会 (社)吹田納税協会 ０６（６３１９）２４７１（摂津市会場２､３､４含む）

吹田商工会議所 ０６（６３３０）８００１

摂津市商工会 ０７２６（３４）１３１１（摂津市会場１）

改正消費税法説明会等のお知らせ 


